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Ⅰ．自動車分解整備事業者の立入検査結果等

1 ．自動車分解整備事業者の立入検査結果（令和元年度）

　令和元年度における関東運輸局管内の運輸支局において実施した自動車分解整備事業者に対する
立入検査結果は、次のとおりです。

　⑴　立入検査事業場数

　立入検査事業場数は、715事業場でした。
　立入検査は、新規認証工場（事前審査を含む。）、移転工場、対象自動車追加の工場、整備主任
者の定期研修を受講していない工場、警察当局等からの通報や苦情があった工場、所在が不明な
工場等について実施しました。
　また、過去５年間における立入検査の実施状況は〈表１－１〉のとおりです。

〈表１－ 1〉過去 5年間の自動車分解整備事業者の立入検査状況

項目
年度

新　規 移転追加 所在不明
整備主任者
研修未受講

苦　情 表　彰 その他 計

27 359 154 75 12 17 192 137 946 

28 323 147 35 10 11 216 178 920 

29 323 144 8 13 14 202 235 939 

30 328 134 8 0 38 114 131 753 

R1 290 146 1 0 15 133 130 715 

 
　⑵　立入検査結果に基づく行政処分状況

　立入検査の結果、道路運送車両法等関係法令に違反する重大な事実が認められた事業場に対し
ては、道路運送車両法第93条の規定に基づき、事業の停止等の行政処分を行っていますが、令和
元年度の処分状況は〈表１－２〉のとおりです。
　また、過去５年間における運輸局長処分は〈表１－３〉のとおりです。
　なお、令和元年度は事業者所在不明に係る取消処分は１件でした。

〈表１－ 2〉自動車分解整備事業者の処分状況

運輸局長処分等 運輸支局長処分等

認証取消 事業停止 文書警告 改善命令 文書警告 口頭警告

件数 2 4 0 0 41 4

注）表中「文書警告」は、処分基準に基づく場合のみ計上している。
　　（事業停止等に伴う改善報告は含まず）
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〈表１－ 3〉過去 5年間の自動車分解整備事業者の運輸局長処分

項目
年度

立入検査
件　　数

処　　分
事業場数

処　分　等　の　内　訳 認　証
工場数認証取消 事業停止 改善命令 警告 計

27 946 127 120 ７ ０ ０ 127 24,461 

28 920 ９ ５ ４ ０ ０ ９ 24,414 

29 939 13 ４ ７ ０ ２ 13 24,435 

30 753 ６ １ ３ ０ ２ ６ 24,409 

R1 715 ６ ２ ４ ０ ０ ６ 24,312 

注１）複数の処分を受けている事業場があるため、処分事業場数と処分件数は相違する。
注２）認証工場数は各年度とも 3月末の数値を示す。
注３）「文書警告」は、処分基準に基づく場合のみ計上している。
　　　（事業停止等に伴う改善報告は含まず）

　⑶　法令違反指示事項等

　過去５年間における法令違反の指摘状況は、〈表１－４〉のとおりです。

〈表１－ 4〉過去 5年間の法令違反指摘内容

年　度
指摘事項

27 28 29 30 R １

整備主任者の業務に関するもの
５ ２ ４ ２ ３

（3.6％） （14.3％） （18.2％） （16.7％） （21.4％）

認証基準に関するもの
０ ０ ２ ０ ０

（0.0％） （0.0％） （9.1％） （0.0％） （0.0％）

遵守事項に関するもの
７ ２ ６ ２ ３

（5.1％） （14.3％） （27.3％） （16.7％） （21.4％）

変更届等に関するもの
０ １ ０ ０ １

（0.0％） （7.1％） （0.0％） （0.0％） （7.1％）

分解整備記録簿等に関するもの
６ ３ ４ ３ ３

（4.3％） （21.4％） （18.2％） （25.0％） （21.4％）

その他法令違反に関するもの
120 ６ ６ ５ ４

（87.0％） （42.9％） （27.3％） （41.7％） （28.6％）

合　　　　　　計
138 14 22 12 14

（100％） （100％） （100％） （100％） （100％）
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2 ．自動車分解整備事業の廃止理由調査結果

　令和元年度中に関東運輸局管内において、自動車分解整備事業の廃止届のあった事業場数は377
工場であり、主な廃止理由は、自己都合が136件（36.1％）、後継者難が87件（23.1％）、次いで事業
合理化が58件（15.4％）、以下〈表２－ 1〉の順となっています。
　また、過去 5年間における廃止理由状況は、〈表２－ 2〉のとおりです。

〈表２－ 1〉　自動車分解整備事業者の廃止理由調査結果

項目

支局別

廃　　止　　理　　由

計経営
不振

倒産
工員
不足

後継
者難

事　業
合理化

移転
立退

転業 合併
組合
参加

自己
都合

その他

東　京 4 1 9 17 15 12 1 0 0 38 2 99

神奈川 5 1 1 11 8 4 0 0 0 19 1 50

埼　玉 4 1 7 17 6 5 2 0 0 14 3 59

群　馬 1 0 0 11 6 1 1 0 0 12 2 34

千　葉 6 1 4 8 10 3 1 1 0 22 2 58

茨　城 0 0 2 9 7 1 0 1 0 18 1 39

栃　木 0 2 1 12 5 0 0 0 0 5 2 27

山　梨 0 0 0 2 1 0 0 0 0 8 0 11

局　計 20 6 24 87 58 26 5 2 0 136 13 377

構成比（％） 5.3% 1.6% 6.4% 23.1% 15.4% 6.9% 1.3% 0.5% 0.0% 36.1% 3.4% 100.0%

〈表２－ 2〉　過去 5年間の自動車分解整備事業の廃止理由調査結果

項目

年度

廃　　　　　止　　　　　理　　　　　由

計経営　　　　
不振

倒産
工員　　　　
不足

後継者難
事業者
死　亡

事　業　　　　
合理化

移転　　　　
立退

転業 合併
組合　　　　
参加

自己都合
及び
その他

27 28 11 17 79 64 18 10 3 0 128 358

28 16 6 15 60 73 29 5 4 1 138 347

29 17 7 14 70 64 29 3 4 0 130 338

30 12 12 23 73 72 28 5 3 0 110 338

Ｒ1 20 6 24 87 58 26 5 2 0 149 377
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３．自動車分解整備事業者の違反事例

　自動車分解整備事業者の法令違反等による行政処分を例示します。

【その１】ペーパー車検での車検手続をしたこと

　警察より不正改造ダンプの車検を当該事業場（指定整備工場）で行っている疑いがあり、捜
査協力の依頼が運輸支局にあり、後に、当該事業場の代表取締役がペーパー車検で逮捕・起訴
され、裁判で有罪判決が確定した。
　後日、検察から関係帳票類の返却を事業者が受け、運輸支局が当該事業場に立入り関係帳票
類の提示を求め調査したところ、点検整備及び完成検査を全て行わず車検手続（ペーパー車検）
をしたほか、ブレーキドラムを分解して点検していない（手抜き車検）にもかかわらず、分解
したとして、分解整備記録簿へ虚偽記載したことなどが確認された。

１．事業場の概要及び組織

　昭和33年に認証を取得後、昭和44年に指定整備工場となった専業工場である。
　監査時の工員数は５名で、その内整備主任者は３名である。

２．行政処分の内容

　自動車分解整備事業の停止（45日間）

３．法令違反の内容

⑴　分解整備記録簿の虚偽記載をしたこと。
　　（道路運送車両法第91条第１項）
⑵　分解整備記録簿の一部記載漏れがあったこと。
　　　（道路運送車両法第91条第１項）
⑶　料金表の掲示内容が不適切であったこと。
　　　（道路運送車両法第91条の３）
⑷　概算見積書の未交付があったこと。
　　　（道路運送車両法第91条の３）
⑸　整備主任者の分解整備等に関する統括管理不備があったこと。
　　　（道路運送車両法第91条の３違反）
⑹　ペーパー車検での車検手続きをしたこと。
　　　（道路運送車両法第94条の５第１項）
⑺　立入り検査の際に虚偽の報告をしたこと。
　　　（道路運送車両法第100条第２項）
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４．法令違反に至った原因

⑴　自動車分解整備事業者として、関係法令に関する遵法精神が欠如していた。
⑵　自動車分解整備事業者としての管理体制が機能していなかった。
⑶　手抜き車検から始まり、法令に違反していると認識しつつペーパー車検を断れなかった。

５．その他

　自動車分解整備事業者は、行っていない点検整備について、分解整備記録簿に記載をしてはなら
ない。

【その２】不正改造状態での車検手続をしたこと

　警察が当該事業場（指定工場）に家宅捜索を行い、運輸支局が同行し、不正改造ダンプに対
し整備命令を発令した。また、代表取締役が逮捕、起訴された。
　裁判の結果、当該代表取締役に有罪判決が確定し、関係帳票類が事業者へ返却されたことを
受け運輸支局が当該事業場に立入り関係帳票類の提示を求め調査したところ、３台の自動車に
ついて不正改造状態での車検手続をしたことなどが確認された。

１．事業場の概要及び組織

　昭和41年に認証を取得後、昭和49年に指定整備工場となった専業工場である。
　監査時の工員数は５名で、その内整備主任者は２名である。

２．行政処分の内容

　自動車分解整備事業の停止（20日間）

３．法令違反の内容

⑴　不正改造状態での車検手続をしたこと。
　　　（道路運送車両法第94条の５第１項）

４．法令違反に至った原因

⑴　自動車分解整備事業者として、関係法令に関する遵法精神が欠如していた。
⑵　自動車分解整備事業者としての管理体制が機能していなかった。

５．その他

⑴　自動車分解整備事業者として自ら不正改造状態で車検手続をすることは法令違反となる。
⑵　整備受注時に不正改造の有無について確認を行うこと。
⑶　緊急性を伴う整備の依頼時に依頼車両が不正改造状態だった場合は、使用者に不正改造箇所
を説明（書面での説明が望ましい）し、当該箇所に係る作業のみを行うこと。
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【その３】分解整備記録簿を虚偽記載したこと

　当該事業場に整備を依頼した自動車使用者から、当該事業場で行った整備について、整備作
業に瑕疵の疑いがあること、分解整備記録簿が交付されていないなどの申告が運輸支局にあっ
た。また、当該使用者が運輸支局に出向き事案の説明を行った際に、約半年間の間に12か月点
検を６回実施しているとの申告があり、分解整備記録簿の写しが提出された。
　上記情報を基に当該事業場へ立入り関係帳票類の提示を求め調査したところ、分解整備の虚
偽記載をしたこと、概算見積書を交付していなかった（事業場で作成はしていたが、分解整備
を行っていないため依頼者には交付せず）ことなどが確認された。

１．事業場の概要及び組織

　昭和52年に認証を取得後、平成18年に指定整備工場となったディーラーである。
　監査時の工員数は11名で、その内整備主任者は５名である。

２．行政処分の内容

　自動車分解整備事業の停止（15日間）

３．法令違反の内容

⑴　分解整備記録簿の虚偽記載をしたこと。
　　　（道路運送車両法第91条第１項）
⑵　概算見積書を交付していないこと。
　　　（道路運送車両法第91条の３）
⑶　点検整備料金の過剰請求をしたこと。
　　　（道路運送車両法第91条の３）
⑷　整備主任者の分解整備等に関する統括管理不備があったこと。
　　　（道路運送車両法第91条の３）

４．法令違反に至った原因

⑴　定期点検の売上げノルマが厳しく、依頼者に了承を得た上で行っていない分解整備について
分解整備記録簿を作成していた。
⑵　自動車分解整備事業者として、関係法令に関する遵法精神が欠如していた。
⑶　自動車分解整備事業者としての管理体制が機能していなかった。

５．その他

　自動車分解整備事業者は、たとえ依頼者の了承を得ていたとしても、法令を遵守し適正な事業運
営を行うこと。
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Ⅱ．最近の主要通達等
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「ASV（先進安全自動車）」は先進技術を利用して安全運転に資するシステムを搭載した自動車
です。「ASV推進計画」はASVに関する技術の開発・実用化・普及を促進するプロジェクトです。

第６期（2016～2020年度）

クルマの高度化による
更なる交通事故の削減を目指して
～自動運転の実現に向けたASVの推進～

Ⅲ．整備業を取り巻く情勢

1．ASV（先進安全自動車）の普及について

　ドライバーの操作ミスに起因すると考えられる交通事故が増加しています。この問題への対応と

してASVの普及促進が求められます。

　ASVとは、先進安全自動車（Advanced Safety Vehicle）の略称で、先進技術を使ってドライバー

の認知・判断・操作をサポートする機能を搭載した次世代自動車、もしくはそれらを含める高度道

路交通システムの整備・推進プロジェクトの事を言います。
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自動車の交通事故による被害は減少傾向にありますが、平成28年には3,904人が亡くなり、
618,853人が負傷しており、依然として深刻な状況にあります。

交通事故による死傷者数の削減目標の達成に向けて、国土交通省自動車局では、①安全基準等の拡充・強化、
②ASV推進計画、③自動車アセスメントの連携により車両の安全対策を進めています。

* 安全基準とは、自動車が安全な乗り物であるために満足しなければならない性能を規定したものです。

平成28年3月 第10次交通安全基本計画
「24時間死者数を2,500人以下とし、世界一安全な道路交通を実現」

平成28年6月 交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会
平成32年までに車両安全対策により年間死者数を1,000人削減（平成22年比）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

警察庁公表資料より

平成 25 26 27 28

1,400,000
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事
故
件
数
（
件
）、
負
傷
者
数
（
人
）

事故件数 負傷者数 死者数

死
者
数
（
人
）

交通事故の状況と削減目標

車両安全対策等による交通事故削減への取り組み

交通事故による死者数の削減目標を掲げて安全対策に取り組んでいます。
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ASV推進計画は1991年度から25年以上にわたり、
ASV 技術の実用化による交通事故の削減に向けて活
動を行ってきました。

より高度、かつ、より広範囲な安全運転の支援を実現し、
交通事故削減に大きく貢献することを 目指しています。

運転者の法令違反に起因する
交通事故死亡者の割合
（平成27年）

96％

自動運転技術の導入により運転者のミスに起因
する事故の削減が期待されます。

* ここでいう医工連携とは、事故時の傷害や救急医療データを収集、
共有することでよりきめ細かい車両安全対策を検討することです。

『平成28年版交通安全白書』より

ASV推進計画の活動経緯と第６期の計画

ASV技術による交通事故削減への貢献のイメージ／自動運転の意義

第5期

第6期

飛躍的高度化の実現

自動運転の実現に向けたASVの推進

2011～ 2015年度

2016～2020年度

●ドライバー異常時対応システムの基本設計書策定
●歩車間通信システムの基本設計書策定
★ITS世界会議2013東京での通信利用型運転支援
　システムのデモンストレーション

通信利用型運転支援システムの基本設計書策定

●自動運転を念頭においた先進安全技術のあり方の整理
●開発・実用化の指針を定めることを念頭においた
　具体的な技術の検討
●実現されたASV技術を含む自動運転技術の普及

先進安全技術を統合・発展させる形で自動運転の実用
化に向けた新技術の開発が進められている状況等を踏
まえて、第 6 期では自動運転も念頭においた取り組み
を推進します。



―  194  ―

ASV技術の
共通定義

第６期ASV推進計画の検討項目

自動運転を念頭においた先進安全技術のあり方の整理

実現されたASV技術を含む自動運転技術の普及

開発・実用化の指針を定めることを念頭においた具体的な技術の検討

①自動運転を前提としたASVの基本理念等の再検討 ②混在交通下に自動運転車を導入した際の影響及び
　留意点の検討

通信の利用 二輪との共存

③路肩退避型等発展型ドライバー異常時対応システム
　の技術的要件の検討

④具体的なドライバーモニタリング手法の技術的要件
　と課題

⑦ASV技術の共通定義及び共通名称の見直し

⑥ISA（Intelligent Speed Adaptation：自動速度
　制御装置）の技術的要件と課題

⑧正しい使用法の周知及び自動車アセスメントの活用
　等による既存技術の普及

正しい使用法の周知 自動車アセスメント

減速を開始し、周囲の安全を確認しながら車線変更

路肩等に向かって
ゆっくり進み停止ドライバー異常時

対応システム作動開始

ドライバーに異
常発生。運転が
困難な状態に…

隊列走行

⑤隊列走行や限定地域における無人自動運転移動
　サービスの実現に必要な技術的要件と課題

30

30

走行中の道路の規則速度に応じて
車両側で自動的に速度を制御

カメラ・センサー等で
ドライバーをモニタリング

カメラ等による
速度標識の
画像認識

60
40 80

20 100

1200

60
40 80

20 100

1200
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建物

建物

急発進や急加速を抑制

踏み間違い

車内モニターで
死角が減少

目視しても
リアウィンドウ越し
では死角に

進路変更
しよう

車が
来ている！

ドアミラー等に
警告ランプ点灯

気がつかない
場合も！！

ドライバーに対する警報により
自分でブレーキ操作

警報に気付かない時は
ブレーキの制御

発見遅れにより、
遅いタイミングで
自分でブレーキ操作

操舵支援
運転負荷軽減運転負荷軽
操舵支援
運転負荷軽減

車線逸脱警報車線逸脱警車線逸脱警報車線維持支援

車線中央付近
を走行するようを走行するよう
に自らハンドル
操作

車線中央付近
を走行するよう
に自らハンドル
操作を行う

はみ出して
しまった！

気がつかない
場合も！！

ペダル踏み間違い時加速抑制装置前方障害物衝突被害軽減ブレーキ

実用化された代表的なASV技術

第5期ASV推進計画までの活動の中から下図のようなASV技術が実用化され、各自動車メーカーから
これらの技術を搭載した車両が市販されています。

発進時や低速走行時に、障害物などに対してシフトレバーや
アクセルペダルの誤操作によって衝突するおそれがある場合、
急発進や急加速を抑制する装置

走行中に後側方車両を検知し、その情報を提供する
その際、車線変更のためのウインカー操作を行うと、
より注意を喚起する装置

車線逸脱警報装置（LDW） 車線から逸脱しそうになった場合、
ドライバーに警報する装置レーンキープアシスト 走行車線の中央付近を維持するよう

操作力を制御する装置

後退時後方視界情報提供装置（バックカメラ）後退時、車両後方の様子をカメラで撮影し、
車内のモニターに映し出す装置 後側方接近車両注意喚起装置

前方の障害物との衝突を予測して警報し、
衝突被害を軽減するために制動制御する装置
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ASV推進計画の検討体制

四輪車

東京都千代田区霞が関 2－1－3
42216

経済産業省　等 自動車販売関連　等

国際的な連携

ASV推進計画は、ASV技術の開発・実用化・
普及の促進を効率的に進められるよう、
産学官が連携した「ASV推進検討会」
の下で推進されています。

自動車の国際基準調和を図ることを目的とした国連自動車基準調和世界フォーラム（WP29）や
ITS世界会議に積極的に貢献するなど様々な活動と連携しています。

国連欧州経済委員会（UN ECE）

自動車基準調和世界フォーラム（WP29）自動運転分科会

安全一般
（GRSG）

衝突安全
（GRSP）

騒音
（GRB）

灯火器
（GRE）

ブレーキと走行装置
（GRRF）

排出ガスとエネルギー
（GRPE）

ITS 世界会議2013東京におけるASVのデモンストレーション

（平成29年10月現在）

自動車部品メーカー
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2 ．ハザードマップの活用について

　国土交通省では、梅雨や台風等自然災害の備えとして、ハザードマップポータルサイトを公開し
ております。近隣の河川が氾濫した場合の浸水予想など、身の回りにどんな災害が起きるのか、ど
こへ避難すればよいのか等、事業場での防災対策を考える上での参考にしてください。

�
�

�
�

�

�
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3 ．作業における安全対策について

　近年、リフトの誤使用や作業場での転倒・転落等、作業中の事故が多発しています。

　整備事業者におかれましては、より一層の整備機器の正しい使い方の理解や定期的な保守点検の

実施、転倒災害への取り組み等、事故防止に努めてください。

　また、近年は夏季に係らず熱中症の対策も重要です。職場における熱中症を予防するためには、

単に個々の従業員に水分・塩分の摂取を呼びかけるだけでなく、事業場として、予防管理者の選任

などの管理体制の確立が必要です。また、ＷＢＧＴ値（暑さ指数）を測定し、その結果に基づき、

熱への順化期間の確保、作業場所のＷＢＧＴ値の低減、休息時間の確保、熱中症の発症に影響を及

ぼす疾病を有する従業員への配慮などの対策を確実に講じることも必要です。

（1）リフト事故について
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（２）転倒事故について
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4 ．自動車整備人材確保について

　少子化やくるま離れの進展、将来選択肢の多様化等により、自動車整備士を目指す若者が激減す

る一方で、整備要員の高齢化が進展しており、近い将来人材不足が顕在化する可能性が大きくなっ

てきております。

　整備要員の不足は、自動車の安全・環境を支える整備事業の基盤を揺るがすおそれがあり、早急

に背景や原因に対応した効果的な対策を講じる必要があることから、「自動車整備人材の確保・育

成に関する検討会」において、自動車整備業における労働環境・待遇の改善や女性の活用などの人

材不足問題に対して検討を重ねた結果、自動車整備業は、安定性や社会的貢献度などの魅力・重要

性のある業種である一方で、給与や労働時間等の労働環境・待遇において、他業種と比較して不満

度が高い等の実態が課題として確認されました。これらの課題に対してさまざまな能力の評価に対

応したインセンティブ付与や残業削減及び育児等との両立のための柔軟なシフト設定などの先進事

例を取りまとめ今後これらを業界全体で共有し、事業形態・規模等に応じた対策を関係者が連携し

て検討・推進を図ることとするとともに、継続してインターンシップの職場体験や高等学校等への

訪問等を実施しています。
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※高等学校等訪問時に使用
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5 ．継続検査に係る広告等料金表示の適正化等について

　事業者が事業を運営していく中で、法律等により守らなければならないことが決められておりま

すが、チラシやホームページ等で広告を行う場合においても、景品表示法により不当な表示が禁止

されております。

　自動車分解整備事業として重要かつ忘れがちな法令等の抜粋を後述いたしますので、自工場にお

ける不適切な表示がないこと等を確認し、関係法令を遵守してユーザーとの適正な取引に努めるよ

うにしてください。

○　関係法令について

　ア）道路運送車両法

　道路運送車両法第91条の３及び同法施行規則第62条の２の２では、自動車分解整備事業者の

遵守事項を規定しています。

　・定期点検整備料金の掲示

　・概算見積書の交付（定期点検整備）

　・分解整備記録簿を記載して写しを交付

　・  行っていない点検・整備の料金を請求してはならない。また、依頼されていない点検・整

備を不当に行いその料金を請求してはならない。

　自動車分解整備事業者が行う点検または整備は、道路運送車両法の遵守規定により、消費者

保護が図られていることから特定商取引法の適用除外とされています。

参　考

　　　　　  ※別添省略
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特定商取引法（特定商取引に関する法律）

　イ）個人情報保護法

　個人の権利、利益を保護することを目的とした法律です。個人情報を取扱う事業者として、

以下の項目を守る必要があります。

　①個人情報の提供を受ける際に、利用目的を告げなければならない。

　②取得した個人情報は、提供を受ける際に告げた利用目的以外に使用してはならない。

　③個人情報を第三者に提供する場合、本人の同意を得なければならない。

　ウ）消費者基本法

　消費者の利益の擁護、権利の尊重、自立への支援といった基本理念を定めています。

　また、消費者の権利、事業主の責務、行政機関の責務等を規定しており、事業主（者）の責

務として以下のように定められています。

　①消費者の安全及び取引における公正を確保すること。

　②消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に（難しくなく）提供すること。

　③ 消費者との取引に関して、消費者の知識、経験及び財産の状況（支払い能力）等に配慮す

ること。

　④ 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、

当該苦情を適切に処理すること。

　エ）消費者契約法

　契約時に、消費者の誤認や困惑によるトラブルから消費者を守ることを目的として、契約を

勧誘する際、以下のような行為を行ってはならない旨が規定されています。

　①重要事項について、事実と異なることを告げてはならない。（不実告知）

　②将来における変動が不確定なものを断定的に告げてはならない。

�
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　　（当該車両の保安基準適合性維持に係る将来の予測情報は除く）

　③消費者の利益となる情報だけでなく、不利益となることも告げなくてはならない。

　　（故意の不告知）

　④ 消費者が事業者に対し、その場からの退去の意思を示した場合、それに従わなければなら

ない。

　⑤消費者がその場所から退去する意思を示した場合、それを妨げてはならない。

　オ）独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）

　商品等の販売において競争関係にある企業同士が、販売価格、数量及び地域等を話し合いで

決める等の競争行為（カルテル）や取引先に対する不公正な取引方法等の行為を禁止する法律

です。なお、事業者として、以下のような行為が禁止されています。

　①不当な「抱き合わせ販売」（不公正な取引方法）

【例】 人気商品である新車または中古車の販売時に、車両本体価格に３年分の定期点検料
金を加えて販売する。（ユーザーに選択権を与えず、強制的にセットで販売する。）

　カ）景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）

　過大な景品類や不当な表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的で合

理的な選択を阻害するおそれのある行為を制限し、禁止することにより一般消費者の利益を守

ることを目的としています。

景品表示法（抜粋）

（不当な表示の禁止）
第４条　事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに
該当する表示をしてはならない。
⑴　 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のも
のよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類
似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良である
と示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選
択を阻害するおそれがあると認められるもの
⑵　商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種
若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の
相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘
引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ
るもの
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⑶　前２号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者
に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自
主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

２ 　内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第１号に該当するか否かを判断するため必
要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏
付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、
当該事業者が当該資料を提出しないときは、第６条の規定の適用については、当該表示
は同号に該当する表示とみなす。

　景品表示法に関する窓口
　　　消費者庁　表示対策課
　　　　〒100-8958東京都千代田区霞が関３- １- １　中央合同庁舎第４号館
　　　　　ＴＥＬ：03－3507－8800㈹
　　　　消費者庁の景品表示法ホームページ
　　　　http://www.caa.go.jp/representation/index.html

キ）消費税転嫁対策特別措置法（消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻

害する行為の是正等に関する特別措置法）

　事業者による消費税の転嫁拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正するため、消費税の円滑か

つ適正な転嫁を確保することを目的として定められた平成33年３月31日までの時限的措置法で

す。

1　消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置

　　　　特定事業者（ ①大規模小売事業者、②特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を

受ける法人事業者）

　　　　特定供給事業者（ ①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者、②資本

金等の額が３億円以下である事業者、③個人事業者）

　特定事業者の遵守事項（特定事業者は特定供給事業者に対し、以下の行為を行ってはなら

ない。）

① 減額・買いたたき

② 購入強制・役務の利用強制、不当な利益提供の強制

③ 税抜き価格での交渉拒否

④ 報復行為

2　消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

　事業者の遵守事項（事業者は消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する以下の表示を行って

はならない。）
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①消費税を転嫁していない旨の表示

② 消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関

連を明示しているもの

③ 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって②に掲げる表

示に準ずるもの

※ 消費税の転嫁を阻害する表示に対する勧告、指導等については、消費者庁長官等が実施する。

3　価格の表示に関する特別措置

① 消費税の引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表

示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価

格を表示することを要しない（総額表示義務の特例措置）。

※ 税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに税込価格を表示するよう努めなければ

ならない。

② 事業者が、税込価格に併せて、税抜価格を表示する場合において、税込価格が明瞭に表示

されているときは、景品表示法第４条第１項 ( 不当表示 ) の規定は適用しない。

4　消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置

　転嫁及び表示カルテルについて、独占禁止法の適用除外とする（公正取引委員会への届出

制）。

転嫁カルテル：転嫁の方法の決定に係る共同行為
　　　　　　　【例】 事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格への消費税額分の上

乗せの決定、端数の合理的な範囲での処理の決定
表示カルテル：表示の方法の決定に係る共同行為
　　　　　　　【例】価格について統一的な表示方法を用いること
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※平成33年３月31日は、令和３年３月31日になります
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■ディーラー工場以外の整備工場で車検を利用しているの
は約40％
・直近での車検方法は「ディーラー工場」44.0％、「整備
工場」40.0％。「ユーザー車検」は12.0％。
・点検結果・整備内容の説明を受けたのは92.0%。
　車検方法の選択理由では、「信頼できるから」57.0％、
次に「料金が安いから」35.0％、「以前からの付き合いで」
24.7％の順になっている。
■車検の満足度は70％
・全体の「満足度」は70.3％と過去調査と比べて大きな変
化は見られない。
■ユーザー車検の定期点検実施者は36％

■性別：男性68.3％／女性31.7％
■職業：公務員＝10.7％／経営者・役員＝3.3％／会社員
（事務系）＝24.0％／会社員（技術系）＝21.7％／会社
員（その他）＝17.0％／自営業＝6.7％／自由業＝2.0％
／専業主婦（主夫）＝1.7％／パート・アルバイト＝8.0
％／学生＝0.7％／その他＝1.7％／無職＝2.7％

■調査目的：車検の利用状況や整備に関する認知を調査す
ることによって、今後のマーケティング活動の基礎資料
とする。
■調査対象：楽天インサイトのモニター会員
　下記①～④の条件を満たしている20～50代の男女
　　①普通運転免許を所有していること
　　②自家用車を所有していること
　　③月１回以上運転すること
　　④自分で車検費用を支払っていること
■調査地域：関東地方（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉
県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県）

・ユーザー車検で定期点検を行っているのは36.1％。前回
から20ポイント近く減少している。
■次回の車検について「ディーラー工場の整備付車検」が
41.7％
・次回の車検方法は「ディーラー工場」が41.7％、「整備
工場」が37.3％。
■『車検合格』を正しく理解しているのは20％
・『車検が通った（合格した）』ことを、「次の車検まで安
全である事とは関係ない」と正しく認識している人は
20.7％。過去調査の中で最も低い。
・一方、20代の認知率は10.7％と他の年代と比べ、低くな
っている。

■年齢：20～24歳＝6.3％／25～29歳＝18.7％／30～34歳＝
8.7％／35～39歳＝16.3％／40～44歳＝12.0％／45～49歳
＝13.0％／50～54歳＝11.3％／55～59歳＝13.7％
■居住地：東京都＝22.0％／神奈川県＝22.0％／埼玉県＝
15.7％／千葉県＝14.3％／茨城県＝9.0％／栃木県＝6.0％
／群馬県＝8.3％／山梨県＝2.7％

■調査方法：インターネットリサーチ
■調査時期：2019年12月６日（金）～10日（火）
■有効回答数：300サンプル
■割付：４セル
　　①20代（20～29歳）75サンプル
　　②30代（30～39歳）75サンプル
　　③40代（40～49歳）75サンプル
　　④50代（50～59歳）75サンプル
■調査実施機関：楽天インサイト㈱
■調査設計：㈱ディー・クリエイト

6 ．車検と定期点検についてのアンケート調査結果等
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・車検時の「重量税」「自賠責保険料」支払いを共に認知
しているのは83.7％と高い。

■定期点検義務付けの認知は78.3％
・１年ごとの定期点検義務を認知しているのは78.3％で過
去調査とほぼ同水準で推移。

・性別では女性よりも男性、また年齢が高くなるほど認知
率も高まる傾向。

・１年ごとの定期点検を「必ず行っている人」は52.7％。「デ
ィーラー工場」と「整備工場」で比べると、「ディーラ
ー工場」のほうが30ポイントほど高くなっている。

・定期点検を行わない理由では、「整備料が高いから」や「毎
年行う必要はないから」といった理由が上位に挙げられ
ている。

・日常点検の実施率は60.3％。
■点検整備関連マークの認知率は、「てんけんくん」34.7
％、「認証看板」32.3％、「検査標章」86.7％、「点検整
備済ステッカー」83.7％

・「てんけんくん」の認知は女性が50％を超えており、男
女で認知率に差がある。

＊その他の内訳＝ガソリンスタンド／ガソリンス
タンド／イエローハット／親／知人に依頼／新
車購入／ビッグモーター

　調査対象者全員に、直近で行った車検方法につ
いて尋ねた。
　「ディーラー工場に依頼した」が44.0％、「整
備工場に依頼した」が40.0％となっている。
　「整備工場に依頼した」は女性が47.4％、年代
別で20代が46.7％となっており、「ディーラー工
場に依頼した」を上回っている。

・「点検整備済ステッカー」の認知率は50代が92.0％で高
い。
■自動車のエコについては「急発進・急ブレーキをしない」
が65％
・エコの実施として「急発進・急ブレーキをしない」「タ
イヤの空気圧を定期的にチェックする」「車の定期点検
を実施する」の順となっている。
・整備不良における環境への悪影響について、多く回答が
挙がったのは「交通事故への危険性」で48.3％。20代は
他の年代と比べても「交通事故への危険性」が特に高い。
■リサイクル部品の利用は18.0％。利用したくない理由は
「品質に不安がある」が71％
・利用したくない理由として「品質に不安があるから」に
次いで「きちんとした保障があるか不安だから」が46.8
％となっている。
■不正改造の認知は「着色フィルム貼付」66.3％、「ステ
ッカー貼付」52.7％、「ランプ色の変更」57.0％
・男性と女性ではいずれも大きな変化は見られない。
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　調査対象者全員に、点検結果・整備内容の説明状
況について尋ねた。
　説明を受けたとの回答は92.0％で、「口頭及び書
面で説明を受けた」が82.0％。「書面のみで説明を
受けた」は10.0％。
　年代別で見ると、40代は「口頭及び書面で説明を
受けた」が88.0％で全体と比べて高率。

　調査対象者全員に、車検方法を選択した理由について尋
ねた。
　「信頼できるから」が57.0％でトップだが、前回と比べ
て６％ほど減少している。次いで「料金が安いから」35.0

＊その他の内訳＝初回車検費が諸経費に入っていた／ディーラーの
みでしか対応不可が多いため／たまたま車検満了当日だった

％、「以前からの付き合いで」24.7％、「車を購入したお店
だから」22.7％と続く。
　女性や20代では「料金が安いから」が41.1％で比較的高
くなっている。



―  226  ―

　調査対象者全員に、直近の車検に対する満足度につい
て尋ねた。
　全体の70.3％が「満足」と回答しており、傾向に大き
な変化は見られない。
　年代別に見ると、40代の満足度が最も高い。
　車検方法別では「整備工場」の満足度が75.8％で最も
高い。

＊その他の内訳＝不備あり
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　ユーザー車検を受けた人に、定期点検の有無について
尋ねた。
　「定期点検実施者」は36.1％で、前回調査と比べて、
20ポイント近く減少している。
※ただしサンプル数が少ないため参考までに。

　ユーザー車検を受けた人に、定期点
検を行わなかった理由について尋ねた。
　サンプル数が少ないため参考値とな
るが、「何も不具合がない」が50.0％
で最も高く、次に「不具合がある部分
のみ修理して対応したから」の順とな
っている。
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　調査対象者全員に、『車検が通った（合格し
た）』ことをどのように理解しているかを尋ね
た。
　「次の車検まで安全である事とは関係ない」
という正しい理解は、前回は31％だったが、今
回は20.7％で過去調査の中で最も低い結果とな
っている。
　年代別に見ると、20代は「次の車検まで安全
である事とは関係ない」との回答が10.7％と他
の年代より10％以上下回る。

＊その他の内訳＝毎回高い金だけ取られてもっ
たいない／車検のための整備が完了した

　調査対象者全員に、次回希
望する車検方法について尋ね
た。
　「ディーラー工場」が41.7
％、「整備工場」が37.3％と
なっている。

＊その他の内訳＝ガソリンス
タンド／ガソスタ／信頼で
きればどこでもいい
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　調査対象者全員に、「重
量税」と「自賠責保険料」
を国に支払っていること
の認知を尋ねた。
　「どちらも知っていた」
は全体の83.7％で、前回
調査と傾向に大きな差は
見られない。
　性別では、男性は約90
％が「どちらも知ってい
た」のに対して、女性の
認知率は約70％と、大き
な開きが見られる。
　年代別に見ると、年齢
と共に認知率は高くなる
傾向で、40代と50代は90
％を超えている。

　調査対象者全員に、１年ごとの定期点検が法律
で義務付けられていることを認知しているか尋ね
た。
　性別では、男性の認知率が82.0％で、女性は
70.5％となっている。
　年代別に見ると、年齢が高くなると認知率も高
くなる傾向にあり、50代は85.3％と高率。
　車検方法別で見ると、「ディーラー工場」の認
知率が83.3％で最も高い。
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　調査対象者全員に、１年ごとの定期
点検を行っているか尋ねた。
　性別で見ると、男性で「必ず行って
いる」と回答した人は、49.8％に対し
て女性は58.9％で男性より高い。
　車検方法別で見ると、「ディーラー
工場」は73.5％が「必ず行っている」
のに対して、「整備工場」は44.2％と
なっており、定期点検への意識には大
きな開きが見られる。

　１年ごとの定期点検を「行っていない」と回答した人に、
その理由について尋ねた。

　「整備料が高いから」が41.4％で最も高い。次に「毎年
行う必要はないから」「面倒だから」の順となっている。
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　調査対象者全員に日常点検の実施状況につ
いて尋ねた。
　年代別で見ると、時々行うは20代で50.7％、
50代で58.7％と他の年代より高くなっている。
　「全く行わない」では、40代が48％で最も
高い。

　調査対象者全員に「てんけんくん」の認知について尋ね
た。
　性別で見ると、女性が55.8％に対して、男性は24.9％と
なっている。
　年代別では、20代の認知率が58.7％で、年齢が高くなる
ほど認知率は低くなる傾向にある。
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　調査対象者全員に「認証看板」の認知について尋ねた。
　性別で見ると、男性の認知が35.6％。女性は25.3％であ
った。
　車検方法別では、「整備工場」は37.5％で「ディーラー
工場」では26.5％になっている。

　調査対象者全員に「検査標章」の認知について尋ねた。
　「知っていた」は86.7％。
　性別では、男性の比率が高い。
　年代別では、50代の認知率が94.7％で特に高い。

　調査対象者全員に「点検整備済ステッカー」の認知につ
いて尋ねた。
　「知っていた」は83.7％。
　性別では、「検査標章」と同様に男性が高い。
　年代別の認知率は、30代を除き、80％を超えている。
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　調査対象者全員に自動車のエコロジー（自然
環境保護）のために実施していることを尋ねた。
　全体では「急発進・急ブレーキをしない」次
いで「タイヤの空気圧を定期的にチェックする」
「車の定期点検を実施する」の順となっている。

＊その他の内訳＝事前のルート確認をしっかり
する／なるべく車を使わない／ハイブリッド
車に乗っている

＊その他の内訳＝車検業者の食い扶持が無くな
る

　調査対象者全員に整備不良が環境に及ぼす影
響の中で、どれが最も重大な問題と考えるかを
尋ねた。
　「交通事故への危険性」が48.3％で最も高く、
次いで「排気ガスによる大気汚染への悪影響」
が続いている。
　20代は、「交通事故への危険性」が58.7％で、
他の年代と比べて高くなっている。
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　調査対象者全員にリサイクル部品の利用経
験について尋ねた。
　「利用したことがある」が18.0％に対し「利
用したことがないし、今後も利用したくな
い」が26.3％、「利用したことがないが、今
後利用してみたい」が24.0％となっている。

　リサイクル部品を「利用し
たことがないし、今後も利用
したくない」と答えた人にそ
の理由について尋ねた。
　性別・年代別を問わずに、
「品質不安があるから」との
回答が多い。
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　「着色フィルム貼付」が不正
改造に該当することの認知は
66.3％と高くなっている。

　「ステッカー貼付」が不正改
造に該当することの認知は52.7
％。

　「ランプ色の変更」が不正改
造に該当することを認知してい
るのは57.0％。
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自動車整備士のイメージ 性別 年齢
特になし 男性 49
命を守る大切な仕事 男性 49
自動車のプロで、しっかりと仕事をしてくれる。 男性 53
ない 男性 58
特になし 男性 52
顔が見えない 男性 48
頼れる 女性 51
ない 男性 54
なし 男性 45
良い 男性 50
裏方の仕事 男性 32
特になし 男性 51
責任もって整備してもらえる 男性 56
安心 男性 59
特になし 男性 59
とくにない 女性 43
世の安全に寄与している 男性 46
特になし 男性 52
特になし 男性 51
車に詳しい 男性 54
責任を感じる 男性 57
難しそう 男性 43
安心して整備を依頼できる。 男性 50
とくになし 男性 58
安月給で、未来がない。 男性 33
車のメカニズムについての専門家 男性 44
ある程度信頼できる整備をしてくれる。 男性 57
特になし 男性 45
職人 男性 39
ない 男性 36
職人 男性 47
信頼できるかもしれない 男性 51
なし 男性 57
特になし 男性 52
信頼できる 男性 38
特になし 男性 38
点検時にお世話になりますが、車の安全についてのエ
キスパートなので信頼しています。 男性 40

特にない 女性 38
特にない 男性 27
信頼できる 男性 51
信頼できる 女性 53
特になし 男性 57
特に無い 男性 48
特に無い 男性 52
ない 男性 44
責任重大だと思う 男性 57
特になし 男性 29
ない 女性 37

自動車整備士のイメージ 性別 年齢
手が黒い  工業高校卒 女性 45
何も思いつかない 男性 37
車の修理、整備 男性 56
仕事がきつそう。責任が重大。 男性 39
大変 女性 35
寒い季節は厳しい仕事 男性 46
いつもお世話になってます。 男性 45
技術を持っていてうらやましい。 男性 53
技能を持った有能な職務 男性 57
なし 男性 53
特になし 男性 43
わからない 男性 55
大変な仕事 男性 59
特になし 女性 38
特にない 男性 37
特にない 男性 58
給料が安い割に過酷そう 女性 26
特になし 男性 35
１級整備士がいると信頼できる 男性 59
なし 男性 54
専門的 女性 57
専門職で頼れる 男性 47
自動車整備、点検のプロ 男性 47
ない 女性 41
とくになし 男性 33
自動車のことが大好きな人達 女性 27
点検のプロ 男性 49
ない 男性 52
安い 男性 27
安心できる 男性 36
仕事に誇りを持って常に正しい整備点検を行ってもら
いたい 男性 59

勉強が大変そう 女性 36
かっこいい 女性 39
基本事項を抑えている 男性 52
機械好きなのでおもしろそうな仕事だと思う 男性 49
確かな知識・技術を持っている 男性 49
大変そう 男性 55
責任のある仕事だと思う 女性 28
特になし 男性 59
うらやましい 男性 46
とくにありません 女性 29
こつこつ 女性 27
結構そういう人こそ車弄るのが好き。笑 女性 27
安心できる 男性 50
プロフェッショナル 男性 46
器用 女性 29
大変 男性 38
忙しい 男性 57
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自動車整備士のイメージ 性別 年齢
特に無し 男性 40
特になし 男性 56
給料が少ない 男性 27
特にない 男性 57
わからない 女性 39
なし 女性 27
車の細部まで詳しい知識があり、車の安全を維持して
くれる。 女性 54

専門的  信頼がある 男性 59
なし 男性 47
資格は資格で、丁寧さや技術の高低は別 男性 38
特にない 男性 57
エライ 男性 50
ない 男性 49
特になし 男性 38
特になし 男性 40
忙しい 男性 42
ありふれた仕事 男性 30
細かい部品が多いので大変そう 女性 25
職人 男性 57
確実 男性 37
かっこいい 男性 35
むずかしそう 男性 48
仕事は大変そう 男性 43
なし 男性 43
安心 男性 44
特になし 男性 44
丁寧な仕事をすると、信頼している 女性 24
特にない 男性 35
特にない 男性 41
なりたかった 男性 53
特になし 女性 28
職人タイプが多い 男性 39
誠実 女性 44
とくになし 女性 28
手に職で仕事はなくなることはないので安定した仕事
だと思う 女性 29

人不足だから、もっと資格保有者増やす 男性 45
夏暑そう
国家資格が必要とは知らなかった 女性 28

大変 女性 27
なし 女性 27
車のプロフェッショナル 男性 47
特になし 男性 50
なし 女性 39
信頼できる 男性 49
自動車のプロ 男性 29
時間に追われる 男性 22
なし 女性 41
プロ 男性 47
特になし 男性 41
無し 男性 55
ない 女性 25

自動車整備士のイメージ 性別 年齢
給料が安い 男性 34
堅実 男性 44
特になし 男性 44
自動車に詳しそう。 女性 35
地道だが車社会にとって必要なとても大切な仕事 男性 40
時代が変われば不要になる職業 男性 43
3k 男性 36
自動車を点検、整備する 男性 39
なし 男性 39
トヨタ 女性 28
給料がやすい 男性 24
車、命の安全を守っている 女性 28
国家資格があるのにお給料が安い 女性 49
特にない 男性 57
安全のため必要 女性 47
特になし 女性 36
車の修理 男性 40
特に無い 男性 36
プロ 男性 33
役に立つ 男性 46
器用そう 女性 27
特になし 男性 37
車好き 男性 23
あんしんできる。 男性 55
器用 男性 34
なし 女性 35
なし 男性 55
きちんとした知識がある 男性 47
分からない 男性 29
国家資格がないとできないのを知らなかった 女性 33
特にはない 男性 35
特にない 男性 58
比較的、多くの人が取得出来そうな資格で、雇用面で
も給与面でも、厳しそう。 男性 47

特になし 男性 43
・車好き・器用な人・つなぎの服・いろいろ覚えるの
が多そう 女性 38

特に無し 男性 33
大変なイメージ 女性 26
すごい 男性 38
整備士でも検査員やいろいろな級もあるのでどの程度
の技量があるのかわかりやすいが、誰がどの程度の資
格をもってるのかわからないので結局わかりづらい 

女性 29

特になし 男性 52
誰でも取れる 男性 56
とくになし 男性 23
車について詳しい 女性 27
大変なお仕事だと思います 男性 51
油にまみれて頑張ってる 男性 51
特になし 男性 29
頼りになる。 男性 47
なし 男性 39
いい仕事 女性 24
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自動車整備士のイメージ 性別 年齢
大変そう 女性 29
専門職 女性 33
大変 男性 37
きつい、大変 男性 38
大変 男性 57
安給 男性 51
車のプロ 男性 42
かっこいい 女性 29
当然腕の良い工場もあれば腕の悪い工場もある 男性 34
ない 男性 40
誠意をもって仕事ぶり 男性 51
大変そう 女性 30
かっこいい 女性 30
すごい 男性 23
整備士が身内にいるといい 女性 32
特にない 女性 24
幅広い知識 男性 44
整備士の資格を持つ人が関わらなくても安全は保障さ
れなくてはならない 女性 29

キツイ 男性 43
実力はまちまち 男性 38
誠実であるという印象 男性 24
大変な仕事 女性 28
専門性があって安心できる 男性 32
車の事を良く知っていそう 女性 35
大事な仕事 男性 40
たいへん 女性 23
国家資格ということを知らなかった 女性 32
機械好き、車好き 男性 52
生命に関わる整備の仕事なので、細かいところにも気
を遣える人 女性 59

特になし 男性 57
安心 男性 44
特に何も 女性 28
車の点検する人 女性 29
かっこいい 男性 22
自動車のことが詳しい。 女性 24
専門的 女性 33
特になし 男性 35
特にありません 男性 47
つなぎ姿、顔にグリス、改造車 男性 55
特にないです 女性 26
車を安全に使うため、とても身近で大切な仕事 女性 36
工場 男性 36
自動車の不備により渋滞など運転手や家族・周囲に影
響がおよぶ。事故につながる恐れもあり責任ある職業
である。

男性 47

車について詳しく、自分で改造していそうなイメージ 女性 31
忙しい 男性 27
分からない 女性 28
安月給 女性 48
信頼できる 男性 26
大変 男性 38
安心して整備をまかせられる 男性 40
特になし 女性 33

自動車整備士のイメージ 性別 年齢
なし 女性 24
車が好きそう 男性 39
やすそう 男性 23
人の命に携わる、責任ある仕事 男性 47
車検などで車の点検を行ってくれる人。 女性 28
しっかりしている。信頼できる。センサーなど多機能
化しているので、より技術や知識が必要になってきて
いる。

女性 31

技術者 男性 40
スタンドにもいる 男性 55
特になし 男性 49
信頼性がある 男性 52
なし 女性 22
自動車運転の安心を与えてくれる仕事 男性 38
車の下に潜り込む スパナ 服が繋ぎ 女性 26
助かる 男性 24
特になし 男性 38
素晴らしい 男性 45
特になし 男性 41
プロ 男性 56
完璧を求められる 男性 29
大事な仕事だと思う 女性 26
しかくがないといけない 女性 26
自動車知識のスペシャリスト 男性 25
安全のために役に立つ仕事だと思う 男性 37
車の不具合を細かいところまで確認し、直せる 女性 33
ディーラーの整備スタッフ 男性 26
ない 女性 21
車の専門家なので安心して点検をお願いできる 女性 28
大変 女性 33
なし 男性 58
大変そう 女性 20
信頼できる人 男性 27
安心して車を任せられる 女性 25
すごい 女性 29
薄給  手が荒れる  ボる  オイルまみれ手が汚い 男性 42
責任感のある仕事 女性 28
特になにも思わない。 女性 50
とくになし 男性 49
かっこいい 女性 27
給料が安い 女性 30
大変そう 女性 46
頼りになる 男性 33
車に詳しいひと 男性 35
難しいそう 女性 26
よくわからない。 女性 51
特になし 男性 40
お金をもらってそう 男性 30
知り合いがやっているが、大変そう 女性 28
仕事内容は難しい 男性 26
人命に関わる重要な仕事 男性 41
大切 女性 31
人の命を預かっているとても責任のある仕事 男性 23
自動車の専門家。 女性 27
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自動車整備工場に望むこと 性別 年齢
誠実さ 男性 49
特になし 男性 49
親切で丁寧な仕事をしてほしい。 男性 53
安さ 男性 58
納得のいく整備と故障時の補償。 男性 52
完璧な整備 男性 48
個人の整備工場は近寄り難い 女性 51
やすく 男性 54
なし 男性 45
頑張って 男性 50
しっかりと点検してほしい 男性 32
特になし 男性 51
きちんと整備してもらえる 男性 56
なし 男性 59
安全点検 男性 59
信用性 女性 43
安く安全に仕事して欲しい 男性 46
あんしん 男性 52
特になし 男性 51
親切丁寧、早く安く、安心安全 男性 54
手抜きしない 男性 57
手抜きしないで整備してほしい 男性 43
料金がもっと安いと有り難いです。 男性 50
とくになし 男性 58
しっかりしたカウンセリングと、しっかりとした整備。 男性 33
言われたこと以外にも、様々な整備の不備や劣化を探
し出し、適切な対応をしてくれること。また、無駄な
交換をしないこと。

男性 44

信用第一。 男性 57
特になし 男性 45
公正な価格 男性 39
ない 男性 36
信頼 男性 47
技術を磨いてほしい 男性 51
なし 男性 57
特になし 男性 52
適正な価格で整備をお願いしたい 男性 38
特になし 男性 38
ユーザー車検整備を使いますが、どこも対応がよくい
つも満足しています。自動車整備士は接客対応が良い
ように思います。

男性 40

特にない 女性 38
できるだけ安く済むように 男性 27
誠実にやってほしい 男性 51
安全、確実な仕事 女性 53
安く 男性 57
特に無い 男性 48
不要な整備を行わない 男性 52
ない 男性 44
安全第一 男性 57
特になし 男性 29
ない 女性 37
丁寧確実な整備 女性 45

自動車整備工場に望むこと 性別 年齢
仕事をきちんとしてくれればそれ以上は望まない 男性 37
正確な作業 男性 56
安全に走行できるように務めてもらいたい 男性 39
品質 女性 35
安くて品質が良いこと 男性 46
CASE 対応で大変でしょうが、今後ともよろしくお
願いします。 男性 45

専門知識 男性 53
親切 男性 57
なし 男性 53
誠実 男性 43
余計な部品交換を勧めないように 男性 55
安全かつ確実な整備 男性 59
安い、安全 女性 38
特にない 男性 37
特にない 男性 58
丁寧な仕事をすること 女性 26
費用対効果 男性 35
ディーラーと変わらないレベルなら安心できる 男性 59
低価格 男性 54
早さ 女性 57
きちんとした整備 男性 47
車検時、次回の期間まで安全に車の維持ができるよう
に整備してほしい。 男性 47

ない 女性 41
特になし 男性 33
特にはありません。 女性 27
くまなく丁寧に点検してもらいたい。 男性 49
ない 男性 52
安い 男性 27
スピード 男性 36
手抜きしないで欲しい 男性 59
自分の車と同様に丁寧に扱ってほしい 女性 36
安心安全に乗れるように確認をお願いしたい 女性 39
走行に支障がない整備を行ってほしい 男性 52
丁寧な仕事 男性 49
気持ちの良い応対。信頼できる技術・知識。 男性 49
正確にしてほしい 男性 55
特にない 女性 28
ちゃんと整備してくれて適正な費用であること 男性 59
手抜きはやめて欲しい 男性 46
とくにありません 女性 29
お客さんの目がないからといって手を抜くことはしな
いでほしい 女性 27

そのうち技術が発展したら AI 知能の自動車整備ロボ
ットが出来るよ。 女性 27

丁寧な整備 男性 50
誠実な対応 男性 46
正確 女性 29
大丈夫でしょうか 男性 38
安全で正確な作業 男性 55
特に無し 男性 40
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自動車整備工場に望むこと 性別 年齢
今で十分 男性 56
安心安全な整備 男性 27
特にない 男性 57
信頼 女性 39
なし 女性 27
運転中に故障する事が無いような常に細かなところに
も目を向けていて欲しいです。 女性 54

ユーザとのコミュニケーションを良くとってほしい 男性 59
なし 男性 47
最小最低限からの価格提示をお願いしたい 男性 38
安くて安心 男性 57
丁寧にしていただければ 男性 50
ない 男性 49
特になし 男性 38
特になし 男性 40
安全に作業してほしい 男性 42
業界に革命を起こしてほしい 男性 30
きちんと整備してくれているのか不安はありますが、
こちらは何もやったらいいかもわからないので、全部
お願いして ます。丁寧にやっていただいて、いつも
感謝しています。

女性 25

料金の透明化 男性 57
きっちり 男性 37
頑張ってください 男性 35
安心安全を第一に。それでいて安ければなおよい。 男性 48
本当の事を伝えて欲しい。 男性 43
なし 男性 43
特になし 男性 44
特になし 男性 44
安心できる整備 女性 24
説明が丁寧 男性 35
特にない 男性 41
安く確実に整備してほしい 男性 53
特に無し 女性 28
何が得意分野で、料金はいくらぐらいになるかを広告
などをつかって明瞭にしてほしい。 男性 39

パンクをして車を持って行ったら今時パンクなんて珍
しいねと、笑われた 女性 44

とくになし 女性 28
口頭で車を一緒に見ながら説明をしてほしい 女性 29
安く 男性 45
安全に車が走行できるよう、きちんと整備してほしい。 女性 28
とくになし 女性 27
なし 女性 27
素人にもっと分かりやすい説明が必要だと思う。統一
された説明用の雛型などを作ってどこでも誰でも説明
できるようにすべきではないか。

男性 47

安全第一で整備お願いいたします。 男性 50
安全なくるま 女性 39
親切丁寧に説明してほしい。 男性 49
価格を安くやって欲しい 男性 29
特になし 男性 22
なし 女性 41
安心安全な整備の提供 男性 47
信頼を損なわないような仕事をすること 男性 41
無し 男性 55
ない 女性 25

自動車整備工場に望むこと 性別 年齢
値段 男性 34
価格表をはりだして欲しい 男性 44
特になし 男性 44
誠実さと正確さ。 女性 35
良い腕で誠実に限りなく意向に沿った修理をしてほし
い。 男性 40

安全性 男性 43
安全でお願いします 男性 36
きちんと見て欲しい。
不要なものを買わせないで欲しい 男性 39

なし 男性 39
安くて安全に 女性 28
安くお願いしたい 男性 24
値段を安く、期間を長くしてほしい 女性 28
適切な点検 女性 49
特にない 男性 57
見落としなく点検  整備をしてほしい 女性 47
特になし 女性 36
正確に 男性 40
特に無い 男性 36
利用者に日頃のメンテナンス方法を教えてほしい。 男性 33
品質管理 男性 46
安全かつ安心できる車にしてほしい 女性 27
特になし 男性 37
特になし 男性 23
自動車点検整備で、本当に必要な部品交換だけ、交換
してほしい。 男性 55

安全 男性 34
不正をしないでほしい 女性 35
なし 男性 55
故障のないような点検を望む 男性 47
分からない 男性 29
特になし 女性 33
特にはない 男性 35
信頼性 男性 58
ダメな部分を的確に見つけて、対応を行う。 男性 47
なし 男性 43
車の細かいところが苦手なので、しっかり、見て欲し
い。 女性 38

特に無し 男性 33
安心、安全 女性 26
安く、早く 男性 38
丁寧かつ迅速だととても嬉しい 女性 29
適正価格での適切な作業 男性 52
知識 男性 56
とくになし 男性 23
正確に整備をすること 女性 27
頑張って下さい 男性 51
最高な整備 男性 51
特になし 男性 29
安心、安全な整備 男性 47
なし 男性 39
丁寧だといい 女性 24
時間をかけてじっくり見てほしい 女性 29
入りやすい雰囲気 女性 33
汚さないでほしい 男性 37
一つの工場で、どの車種も対応できる 男性 24
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自動車整備工場に望むこと 性別 年齢
コストパフォーマンス 男性 57
手抜撲滅 男性 51
誠意をもって仕事をしてほしい 男性 42
詳しくない人にも丁寧に説明してほしい 女性 29
明確にどのような整備をしたのか、きっちりと口頭や
書面で伝えてくれる信頼できる仕事を望む 男性 34

きちんと整備して欲しい 男性 40
誠意をもって整備してください 男性 51
正確さ丁寧さ
良心的な価格 女性 30

詳しく説明してくれること 女性 30
頑張って 男性 23
とくになし 女性 32
特にない 女性 24
丁寧、確実 男性 44
利用者目線 女性 29
余計な部品交換はやめて 男性 43
わかりやすく。 男性 38
品質の高さ 男性 24
安全第一 女性 28
確実な点検整備 男性 32
安くて早い 女性 35
安全を最優先 男性 40
安全 女性 23
危険を見落とさないでほしい 女性 32
安心、安全、安価 男性 52
安全安心を乗る人に提供できること。 女性 59
なるべく安い料金でお願いしたい。 男性 57
特になし 男性 44
特になし 女性 28
特にない 女性 29
細かいところまで見てくれる 男性 22
分からない。 女性 24
安全を早く手に入れたい 女性 33
特になし 男性 35
特にありません 男性 47
素人に優しい対応を、お願いします。 男性 55
清潔感があまりない 女性 26
素人にも分かるような分かりやすい説明
整備内容の詳しい説明
相談しやすい環境(気軽に立ち寄れる)

女性 36

特には思いつかない 男性 36
責任を持って、必要かつ的確な対応をお願いします。
過剰な経費を要することは避けて下さい。 男性 47

安全に乗れる車を整備して貰えばいいです 女性 31
なし 男性 27
ない 女性 28
自分の車だと思って整備してほしい 女性 48
丁寧さ 男性 26
説明もしてほしい 男性 38
機能上問題ないきしみ音とかも直して欲しい 男性 40
安全性 女性 33
なし 女性 24
安全第一で車を整備して欲しい 男性 39
スイスポ 男性 23

自動車整備工場に望むこと 性別 年齢
有資格者によって、手抜きをせず、点検する 男性 47
車の状態をしっかり判断してもらい、わかりやすく説
明してくれる。不必要な交換や整備は行わず、しかし、
車の事実については隠すことなく伝えてくれる。

女性 28

正しく整備してくれること。 女性 31
整備を丁寧にして欲しい 男性 40
誠実さ 男性 55
言われた箇所だけじゃなく隅々まで確認して丁寧に整
備してほしい 男性 49

不良品でもないのに、すぐ交換はやめて欲しい! 男性 52
なし 女性 22
安心・安全に運転できる整備技術 男性 38
作業着のまま運転席に乗らないで欲しい。シートが汚
れそう。 女性 26

よく見て欲しい 男性 24
特になし 男性 38
安心安全のため、頑張って欲しいです 男性 45
安全 男性 41
過剰な整備はしない 男性 56
安心安全 男性 29
故障しているところがないか隅々までよく見てほしい 女性 26
ていねいさ 女性 26
安心安全な点検をしてくれること 男性 25
安全性の維持低価格 男性 37
安全に運転できるよう、しっかりと整備してほしい 女性 33
適切な整備 男性 26
ない 女性 21
適正な値段でしっかりとした整備 女性 28
正確に点検してほしい命に関わること 女性 33
なし 男性 58
正確にやってほしい 女性 20
特にありません。 男性 27
的確な整備
整備はお金がかかりがちなので出来るだけ抑えられれ
ばいいなと思います

女性 25

入りやすさ 女性 29
費用の透明化 男性 42
責任感のある仕事を、して欲しい 女性 28
安心、安全、低価格。 女性 50
とくになし 男性 49
丁寧に整備してほしい 女性 27
必要な物だけを交換してほしい 女性 30
無駄な料金をかけずに悪い場所だけ直して欲しい 女性 46
正確な整備をしてくれる 男性 33
安全と安さ 男性 35
価格と説明の分かりやすさ 女性 26
説明しながら作業してくれるとわかりやすいかな、と
思います。 女性 51

安全に乗れるように整備してほしい 男性 40
安くて早く 男性 30
安くして欲しい 女性 28
特になし 男性 26
丁寧な説明 男性 41
しっかり不備なく 女性 31
安全で安心できる整備の徹底 男性 23
責任を持って丁寧に確実に自動車の整備をしていただ
きたい。 女性 27
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Ⅳ．資料編

1 ．検査対象車両数、認証工場等の推移

　関東運輸局管内（以下「管内」という。）における検査対象車両数、認証工場数、人口及び世帯
の推移は次のとおりです。

⑴　検査対象車両数の推移＜図Ⅰー 1＞

　管内の検査対象車両数（軽自動車を含む。以下に同じ。）は、令和 2年 3月末現在において、
22,389千台となり、対前年比で20千台の増加になっています。
　これらを各都県別にみても、近年増加傾向となっています。
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〈図Ⅰ－ 1〉　運輸支局別検査対象車両数の推移（各年度末現在）
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⑵　認証工場数、人口、世帯数等の推移＜表Ⅰー 1、図Ⅰー 2、 3＞

①　認証工場数
　管内の認証工場数は、令和 2年 3月末時点において24,312工場であり、対前年比で97工場の
減少となっています。
　これらを各運輸支局別にみると、山梨が 4工場増加していますが、一方で東京は64工場、神
奈川は 8工場、栃木は 8工場の順で減少となっています。

②　人　口
　管内の人口は、令和 2年 4月 1日時点において44,335千人であり、対前年比で111千人の増
加となっています。
　これらを各運輸支局別にみると、東京の97千人で伸び率が最も高く、次いで神奈川の24千人、
埼玉の15千人の順となっています。

③　世帯数
　管内の世帯数は、令和 2年 4月 1日時点において20,435千世帯であり、対前年比で273千世
帯の増加となっています。
　これらを各運輸支局別にみると、東京の97千世帯で最も伸び率が高く、次いで神奈川の49千
世帯、埼玉の48千世帯となっています。

④　認証工場当たり検査対象車両数
　認証工場当たりの検査対象車両数は、管内平均で921台であり、対前年比で 3台の増加となっ
ています。
　これらを各運輸支局別にみると、神奈川が1,198台で最も多く、次いで千葉の996台、埼玉の
907台の順になっており、群馬が754台で最も少ない状況となっています。
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〈表Ⅰ－ 1〉　認証工場数・人口・世帯数等の推移

運　輸
支局別

年度
認　　証
工 場 数

人　　口
（千人）

世 帯 数
（千世帯）

認　証　工　場　当　た　り
検査対象車両数 人　　口 世 帯 数

東　京

29 4,673 13,784 6,956 882 2,950 1,489 
30 4,624 13,885 7,060 890 3,003 1,527 
R1 4,560 13,982 7,157 901 3,066 1,570 
増減 ▲ 64 △ 97 △ 97 △ 11 △ 63 △ 43

神奈川

29 3,206 9,161 4,088 1,199 2,857 1,275 
30 3,211 9,180 4,137 1,197 2,859 1,288 
R1 3,203 9,204 4,192 1,198 2,874 1,309 
増減 ▲ 8 △ 24 △ 55 △ 1 △ 15 △ 20

埼　玉

29 4,444 7,310 3,084 903 1,645 694 
30 4,458 7,326 3,133 903 1,643 703 
R1 4,454 7,341 3,181 907 1,648 714 
増減 ▲ 4 △ 15 △ 48 △ 4 △ 5 △ 11

群　馬

29 2,368 1,951 793 746 824 335 
30 2,354 1,941 801 752 825 340 
R1 2,349 1,930 808 754 822 344 
増減 ▲ 5 ▲ 11 △ 7 △ 2 ▲ 3 △ 4

千　葉

29 3,634 6,256 2,703 984 1,722 744 
30 3,626 6,267 2,742 990 1,728 756 
R1 3,619 6,280 2,783 996 1,735 769 
増減 ▲ 7 △ 13 △ 41 △ 6 △ 7 △ 13

茨　城

29 3,145 2,885 1,153 815 917 367 
30 3,173 2,870 1,164 810 905 367 
R1 3,168 2,858 1,178 814 902 372 
増減 ▲ 5 ▲ 12 △ 14 △ 4 ▲ 2 △ 5

栃　木

29 2,048 1,979 830 828 966 405 
30 2,044 1,943 789 831 951 386 
R1 2,036 1,934 797 836 950 391 
増減 ▲ 8 ▲ 9 △ 8 △ 5 ▲ 1 △ 5

山　梨

29 917 821 335 808 895 365 
30 919 812 336 808 884 366 
R1 923 806 339 807 873 367 
増減 △ 4 ▲ 6 △ 3 ▲ 1 ▲ 10 △ 2

管　内

29 24,435 44,147 19,942 913 1,807 816 
30 24,409 44,224 20,162 916 1,812 826 
R1 24,312 44,335 20,435 921 1,824 841 
増減 ▲ 97 △ 111 △ 273 △ 5 △ 12 △ 15

　注：①　人口及び世帯数は総務省又は各自治体が公表している数。
　　　②　検査対象車両数は軽自動車を含む。
　　　③　認証工場、人口及び世帯数は当該年度末現在の数を示す。
　　　④　増減欄は、対前年比を示す。
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〈図Ⅰ－ 2〉　令和元年度支局別認証工場の対前年比増減数

（単位：工場）

東京 神奈川 埼玉 群馬 千葉 茨城 栃木 山梨
-64 -8 -4 -5 -7 -5 -8 4

〈図Ⅰ－ 3〉　認証工場当たり検査対象車両数、人口及び世帯数

東　京 神奈川 埼　玉 群　馬 千　葉 茨　城 栃　木 山　梨
　 検査対象車両数（台） 901 1,198 907 754 996 814 836 807 
　 人　　　口（人） 3,066 2,874 1,648 822 1,735 902 950 873 
　 世　帯　数 1,570 1,309 714 344 769 372 391 367 

（ 1 目盛500を示す）
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2 ．関東運輸局管内整備事業の現況

⑴　整備事業の概要

支局別 整備事業 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末

東　京

認　　　証 4,798 4,743 4,673 4,624 4,560
認　　　定 154 147 146 139 134
指　　　定 1,359 1,342 1,337 1,321 1,313
指定／認証 28.3% 28.3% 28.6% 28.6% 28.8%

神奈川

認　　　証 3,205 3,195 3,206 3,211 3,203
認　　　定 104 104 104 102 100
指　　　定 1,063 1,060 1,065 1,063 1,060
指定／認証 33.2% 33.2% 33.2% 33.1% 33.1%

埼　玉

認　　　証 4,392 4,405 4,444 4,458 4,454
認　　　定 85 86 86 85 88
指　　　定 1,105 1,123 1,129 1,132 1,128
指定／認証 25.2% 25.5% 25.4% 25.4% 25.3%

群　馬

認　　　証 2,349 2,352 2,368 2,354 2,349
認　　　定 72 74 74 73 70
指　　　定 577 583 590 595 596
指定／認証 24.6% 24.8% 24.9% 25.3% 25.4%

千　葉

認　　　証 3,642 3,657 3,634 3,626 3,619
認　　　定 96 99 100 99 99
指　　　定 1,217 1,224 1,224 1,214 1,210
指定／認証 33.4% 33.5% 33.7% 33.5% 33.4%

茨　城

認　　　証 3,128 3,113 3,145 3,173 3,168
認　　　定 74 72 72 72 72
指　　　定 787 797 814 817 817
指定／認証 25.2% 25.6% 25.9% 25.7% 25.8%

栃　木

認　　　証 2,036 2,038 2,048 2,044 2,036
認　　　定 69 68 68 67 67
指　　　定 578 586 588 591 590
指定／認証 28.4% 28.8% 28.7% 28.9% 29.0%

山　梨

認　　　証 911 911 917 919 923
認　　　定 42 42 42 42 41
指　　　定 243 244 246 249 250
指定／認証 26.7% 26.8% 26.8% 27.1% 27.1%

局　計

認　　　証 24,461 24,414 24,435 24,409 24,312
認　　　定 696 692 692 679 671
指　　　定 6,929 6,959 6,993 6,982 6,964
指定／認証 28.3% 28.5% 28.6% 28.6% 28.6%

全国計

認　　　証 92,156 92,044 92,044 91,788 91,644
認　　　定 2,856 2,821 2,800 2,773 2,750
指　　　定 29,863 29,974 30,101 30,104 30,107
指定／認証 32.4% 32.6% 32.7% 32.8% 32.9%

局／全国
認　　　証 26.5% 26.5% 26.5% 26.6% 26.5%
認　　　定 24.4% 24.5% 24.7% 24.5% 24.4%
指　　　定 23.2% 23.2% 23.2% 23.2% 23.1%
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⑵　整備主任者の選任状況の推移

項　目
支局別 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末

東　京 12,701 12,603 12,541 12,442 12,369

神奈川 8,508 8,582 8,574 8,522 8,472

埼　玉 9,982 10,078 10,164 10,220 10,207

群　馬 5,067 5,142 5,194 5,171 5,217

千　葉 9,468 9,551 9,530 9,486 9,493

茨　城 6,684 6,669 6,743 6,799 6,843

栃　木 4,592 4,566 4,598 4,607 4,613

山　梨 1,946 1,961 1,939 1,921 1,935

局　計 58,948 59,152 59,283 59,168 59,149

全国計 221,158 222,891 221,351 222,041 222,278

局／全国（％） 26.7% 26.5% 26.8% 26.6% 26.6%

⑶　自動車分解整備事業（新規・廃止）状況の推移

項　目

支局別

平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末

新規 廃止 新規 廃止 新規 廃止 新規 廃止 新規 廃止

東　京 47 102 43 99 33 104 33 83 32 99

神奈川 59 61 42 52 52 40 51 46 41 50

埼　玉 78 50 78 66 75 36 67 53 54 57

群　馬 49 30 29 26 35 19 25 39 29 34

千　葉 54 48 53 38 51 74 51 59 51 58

茨　城 49 36 25 40 66 33 58 30 34 39

栃　木 35 24 19 17 32 22 18 22 19 27

山　梨 7 7 9 9 12 6 8 6 15 11

局　計 378 358 298 347 356 334 311 338 275 375



―  252  ―

⑷　認証 1工場当たりの検査対象車両数の推移

年度
支局別 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末

東　京

認　証　工　場　数 4,798 4,743 4,673 4,624 4,560

検 査 対 象 車 両 数 4,111,964 4,120,870 4,122,583 4,119,076 4,109,482

1 工場当たり車両数 857 869 882 891 901

神奈川

認　証　工　場　数 3,205 3,195 3,206 3,211 3,203

検 査 対 象 車 両 数 3,818,311 3,833,642 3,842,432 3,843,857 3,838,258

1 工場当たり車両数 1,191 1,200 1,199 1,197 1,198

埼　玉

認　証　工　場　数 4,392 4,405 4,444 4,458 4,454

検 査 対 象 車 両 数 3,959,347 3,987,336 4,011,687 4,029,563 4,039,302

1 工場当たり車両数 901 905 903 904 907

群　馬

認　証　工　場　数 2,349 2,352 2,368 2,354 2,349

検 査 対 象 車 両 数 1,754,317 1,761,706 1,767,311 1,770,293 1,772,118

1 工場当たり車両数 747 749 746 752 754

千　葉

認　証　工　場　数 3,642 3,657 3,634 3,626 3,619

検 査 対 象 車 両 数 3,529,324 3,552,152 3,574,162 3,590,720 3,603,253

1 工場当たり車両数 969 971 984 990 996

茨　城

認　証　工　場　数 3,128 3,113 3,145 3,173 3,168

検 査 対 象 車 両 数 2,535,482 2,551,799 2,562,614 2,572,401 2,580,325

1 工場当たり車両数 811 820 815 811 814

栃　木

認　証　工　場　数 2,036 2,038 2,048 2,044 2,036

検 査 対 象 車 両 数 1,680,260 1,687,704 1,694,857 1,700,089 1,702,676

1 工場当たり車両数 825 828 828 832 836

山　梨

認　証　工　場　数 911 911 917 919 923

検 査 対 象 車 両 数 736,414 738,790 741,243 743,453 744,440

1 工場当たり車両数 808 811 808 809 807

局　計

認　証　工　場　数 24,461 24,414 24,435 24,409 24,312

検 査 対 象 車 両 数 22,125,419 22,233,999 22,316,889 22,369,452 22,389,854

1 工場当たり車両数 905 911 913 916 921

注：検査対象車両数は軽自動車を含む
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⑸　関東運輸局管内認証工場数等の推移
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3 ．関東運輸局管内自動車保有車両数

用
途
別

運輸支局
　　　 業態別

車種別
関東運輸局計

東　　京　　支　　局 神　奈　川　支　局

品　川 足　立 練　馬 多　摩 八王子 計 横　浜 川　崎 相　模 湘　南 計

貨
　
　
　
　
　
物

普　通　車

自 412,102 10,673 23,548 9,354 12,617 9,303 65,495 22,499 7,444 14,845 11,402 56,190

営 286,681 11,977 25,570 8,303 8,773 5,326 59,949 18,255 6,063 13,905 8,769 46,992

計 698,783 22,650 49,118 17,657 21,390 14,629 125,444 40,754 13,507 28,750 20,171 103,182

小
　
型
　
車

四　輪

自 1,022,658 50,578 69,504 45,989 44,884 22,311 233,266 75,713 22,852 36,397 32,811 167,773

営 30,971 3,582 5,442 2,539 1,401 614 13,578 2,151 622 1,203 654 4,630

計 1,053,629 54,160 74,946 48,528 46,285 22,925 246,844 77,864 23,474 37,600 33,465 172,403

三　輪

自 231 22 29 22 11 5 89 2 0 7 17 26

営 31 8 14 6 0 0 28 0 0 0 0 0

計 262 30 43 28 11 5 117 2 0 7 17 26

被けん引車

自 5,244 111 140 47 71 79 448 220 74 190 146 630

営 44,387 4,748 3,173 53 192 502 8,668 8,512 1,468 828 480 11,288

計 49,631 4,859 3,313 100 263 581 9,116 8,732 1,542 1,018 626 11,918

軽自動車
四　輪 1,899,684 54,261 62,871 52,583 74,577 46,389 290,681 107,558 27,829 63,276 71,994 270,657

三　輪 335 22 10 12 21 15 80 24 7 22 11 64

貨　物　車　計 3,702,324 135,982 190,301 118,908 142,547 84,544 672,282 234,934 66,359 130,673 126,284 558,250

乗
　
　
　
合

普 通 車
乗車定員
30名以上

自 6,566 193 293 150 305 238 1,179 466 181 250 166 1,063

営 30,557 2,086 2,511 1,848 1,825 1,244 9,514 3,046 1,156 1,063 1,174 6,439

計 37,123 2,279 2,804 1,998 2,130 1,482 10,693 3,512 1,337 1,313 1,340 7,502

小 型 車
乗車定員

11名以上29名以下

自 23,632 763 815 658 974 570 3,780 1,514 416 857 799 3,586

営 7,756 461 668 331 497 198 2,155 309 81 262 221 873

計 31,388 1,224 1,483 989 1,471 768 5,935 1,823 497 1,119 1,020 4,459

乗合車合計 68,511 3,503 4,287 2,987 3,601 2,250 16,628 5,335 1,834 2,432 2,360 11,961

乗
　
　
　
用

普　通　車

自 6,526,499 397,228 298,469 301,365 378,244 159,840 1,535,146 610,055 167,908 221,498 242,983 1,242,444

営 25,445 5,682 6,901 4,488 956 192 18,219 1,830 411 302 303 2,846

計 6,551,944 402,910 305,370 305,853 379,200 160,032 1,553,365 611,885 168,319 221,800 243,286 1,245,290

小　型　車

自 5,928,592 170,498 207,916 184,612 320,719 152,708 1,036,453 499,987 124,012 226,327 241,989 1,092,315

営 54,029 5,279 11,006 8,505 3,904 732 29,426 5,375 1,466 869 1,322 9,032

計 5,982,621 175,777 218,922 193,117 324,623 153,440 1,065,879 505,362 125,478 227,196 243,311 1,101,347

軽　自　動　車 4,976,760 52,555 90,780 64,403 179,530 138,560 525,828 253,988 51,081 190,168 212,487 707,724

乗　用　車　計 17,511,325 631,242 615,072 563,373 883,353 452,032 3,145,072 1,371,235 344,878 639,164 699,084 3,054,361

特
種
（
殊
）
用
途

普　通　車

自 230,725 9,714 14,890 8,367 10,496 6,529 49,996 17,776 5,537 7,860 8,161 39,334

営 100,680 3,178 6,515 2,545 4,921 2,456 19,615 6,628 3,564 5,403 3,046 18,641

計 331,405 12,892 21,405 10,912 15,417 8,985 69,611 24,404 9,101 13,263 11,207 57,975

小　型　車

自 41,197 1,864 2,569 1,570 1,857 1,143 9,003 2,927 697 1,438 1,514 6,576

営 4,741 330 1,121 334 257 97 2,139 437 63 156 129 785

計 45,938 2,194 3,690 1,904 2,114 1,240 11,142 3,364 760 1,594 1,643 7,361

大型特殊車

自 65,319 3,672 5,537 716 2,052 1,667 13,644 6,483 2,175 2,516 2,062 13,236

営 633 1 98 2 4 11 116 8 7 7 2 24

計 65,952 3,673 5,635 718 2,056 1,678 13,760 6,491 2,182 2,523 2,064 13,260

軽　自　動　車 40,393 1,968 2,390 1,700 2,108 1,161 9,327 3,508 877 1,591 1,569 7,545

特種（殊）用途車計 483,688 20,727 33,120 15,234 21,695 13,064 103,840 37,767 12,920 18,971 16,483 86,141

二
輪
車

小型二輪車 624,006 40,522 35,246 39,078 38,119 18,695 171,660 62,286 16,833 23,282 25,144 127,545

軽 二 輪 車 760,138 73,533 64,594 83,668 57,940 20,580 300,315 88,430 22,774 31,961 31,578 174,743

二 輪 車 計 1,384,144 114,055 99,840 122,746 96,059 39,275 471,975 150,716 39,607 55,243 56,722 302,288

総　 合　 計 23,149,992 905,509 942,620 823,248 1,147,255 591,165 4,409,797 1,799,987 465,598 846,483 900,933 4,013,001

登録自動車数 14,848,676 682,648 686,729 581,804 794,960 365,765 3,111,906 1,284,193 346,197 536,183 558,150 2,724,723

検査自動車数 15,472,682 723,170 721,975 620,882 833,079 384,460 3,283,566 1,346,479 363,030 559,465 583,294 2,852,268

軽自動車数 7,677,310 182,339 220,645 202,366 314,176 206,705 1,126,231 453,508 102,568 287,018 317,639 1,160,733
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（令和２年３月末）
埼　　玉　　支　　局 群馬

支局

千　　葉　　支　　局 茨　城　支　局 栃　木　支　局 山梨
支局大　宮 熊　谷 春日部 所　沢 計 千　葉 野　田 習志野 袖ヶ浦 計 水　戸 土　浦 計 宇都宮 とちぎ 計

21,560 17,535 18,202 17,768 75,065 37,395 31,386 10,485 12,961 15,859 70,691 26,489 31,760 58,249 24,602 11,950 36,552 12,465

18,297 12,474 15,659 14,994 61,424 19,596 16,439 7,503 12,107 7,157 43,206 12,376 18,815 31,191 12,072 6,321 18,393 5,930

39,857 30,009 33,861 32,762 136,489 56,991 47,825 17,988 25,068 23,016 113,897 38,865 50,575 89,440 36,674 18,271 54,945 18,395

61,662 31,501 35,820 43,500 172,483 69,252 70,615 25,730 31,635 39,843 167,823 58,435 58,458 116,893 49,955 19,121 69,076 26,092

2,186 587 1,217 1,297 5,287 882 1,250 579 1,119 526 3,474 813 1,028 1,841 652 261 913 366

63,848 32,088 37,037 44,797 177,770 70,134 71,865 26,309 32,754 40,369 171,297 59,248 59,486 118,734 50,607 19,382 69,989 26,458

12 11 1 9 33 18 10 1 1 4 16 14 17 31 10 5 15 3

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1

12 11 1 9 33 18 11 1 1 5 18 14 17 31 10 5 15 4

234 293 256 194 977 564 436 176 291 167 1,070 257 368 625 361 455 816 114

674 1,132 926 1,045 3,777 2,853 2,424 546 1,921 2,062 6,953 4,726 3,269 7,995 1,584 582 2,166 687

908 1,425 1,182 1,239 4,754 3,417 2,860 722 2,212 2,229 8,023 4,983 3,637 8,620 1,945 1,037 2,982 801

77,936 97,866 53,430 78,814 308,046 186,654 126,600 42,064 47,039 96,113 311,816 131,780 133,734 265,514 115,137 43,967 159,104 107,212

10 17 9 24 60 26 15 5 2 10 32 12 13 25 20 2 22 26

182,571 161,416 125,520 157,645 627,152 317,240 249,176 87,089 107,076 161,742 605,083 234,902 247,462 482,364 204,393 82,664 287,057 152,896

305 216 170 275 966 369 425 229 365 463 1,482 333 403 736 407 166 573 198

1,408 761 615 1,326 4,110 883 2,469 585 1,356 704 5,114 1,285 1,275 2,560 1,079 273 1,352 585

1,713 977 785 1,601 5,076 1,252 2,894 814 1,721 1,167 6,596 1,618 1,678 3,296 1,486 439 1,925 783

1,175 1,111 691 1,190 4,167 2,192 1,443 643 912 1,167 4,165 1,072 1,568 2,640 1,390 652 2,042 1,060

252 302 146 380 1,080 445 491 166 264 319 1,240 418 638 1,056 460 130 590 317

1,427 1,413 837 1,570 5,247 2,637 1,934 809 1,176 1,486 5,405 1,490 2,206 3,696 1,850 782 2,632 1,377

3,140 2,390 1,622 3,171 10,323 3,889 4,828 1,623 2,897 2,653 12,001 3,108 3,884 6,992 3,336 1,221 4,557 2,160

379,208 218,713 210,616 287,263 1,095,800 428,843 358,996 197,063 262,454 171,766 990,279 303,568 334,846 638,414 303,546 127,017 430,563 165,010

292 125 110 182 709 387 853 196 493 101 1,643 526 455 981 413 59 472 188

379,500 218,838 210,726 287,445 1,096,509 429,230 359,849 197,259 262,947 171,867 991,922 304,094 335,301 639,395 303,959 127,076 431,035 165,198

344,682 241,367 206,874 294,807 1,087,730 442,724 360,666 189,933 229,669 186,848 967,116 315,195 363,397 678,592 321,231 136,005 457,236 166,426

2,307 586 1,077 1,283 5,253 1,196 1,810 970 1,483 847 5,110 999 795 1,794 1,011 443 1,454 764

346,989 241,953 207,951 296,090 1,092,983 443,920 362,476 190,903 231,152 187,695 972,226 316,194 364,192 680,386 322,242 136,448 458,690 167,190

260,646 295,263 193,535 278,368 1,027,812 508,978 330,553 147,943 151,393 230,005 859,894 324,332 344,575 668,907 301,783 149,748 451,531 226,086

987,135 756,054 612,212 861,903 3,217,304 1,382,128 1,052,878 536,105 645,492 589,567 2,824,042 944,620 1,044,068 1,988,688 927,984 413,272 1,341,256 558,474

12,297 7,930 8,261 10,384 38,872 15,893 15,785 6,404 8,213 7,985 38,387 12,193 12,441 24,634 11,075 4,505 15,580 8,029

7,201 3,708 5,253 6,370 22,532 5,500 6,250 2,672 5,331 3,215 17,468 5,277 5,236 10,513 3,456 1,240 4,696 1,715

19,498 11,638 13,514 16,754 61,404 21,393 22,035 9,076 13,544 11,200 55,855 17,470 17,677 35,147 14,531 5,745 20,276 9,744

2,026 1,606 1,296 1,744 6,672 3,169 2,881 922 1,282 1,563 6,648 2,203 2,336 4,539 2,207 857 3,064 1,526

219 78 58 175 530 214 266 73 82 82 503 150 108 258 164 44 208 104

2,245 1,684 1,354 1,919 7,202 3,383 3,147 995 1,364 1,645 7,151 2,353 2,444 4,797 2,371 901 3,272 1,630

2,510 2,248 1,943 2,143 8,844 4,565 4,547 1,149 2,380 3,552 11,628 3,190 2,558 5,748 3,519 1,159 4,678 2,976

12 20 5 17 54 18 87 10 120 36 253 47 49 96 50 16 66 6

2,522 2,268 1,948 2,160 8,898 4,583 4,634 1,159 2,500 3,588 11,881 3,237 2,607 5,844 3,569 1,175 4,744 2,982

2,304 1,557 1,572 1,669 7,102 3,221 2,005 1,132 1,146 1,382 5,665 1,768 1,688 3,456 1,724 744 2,468 1,609

26,569 17,147 18,388 22,502 84,606 32,580 31,821 12,362 18,554 17,815 80,552 24,828 24,416 49,244 22,195 8,565 30,760 15,965

33,058 21,054 17,836 27,969 99,917 36,281 30,118 16,104 21,688 13,665 81,575 24,642 28,395 53,037 28,292 10,754 39,046 14,945

37,688 20,201 13,835 30,715 102,439 30,506 17,816 11,493 19,146 13,892 62,347 19,456 20,864 40,320 26,454 6,590 33,044 16,424

70,746 41,255 31,671 58,684 202,356 66,787 47,934 27,597 40,834 27,557 143,922 44,098 49,259 93,357 54,746 17,344 72,090 31,369

1,270,161 978,262 789,413 1,103,905 4,141,741 1,802,624 1,386,637 664,776 814,853 799,334 3,665,600 1,251,556 1,369,089 2,620,645 1,212,654 523,066 1,735,720 760,864

858,519 542,304 509,196 686,346 2,596,365 1,036,958 879,530 446,035 574,439 444,267 2,344,271 749,566 839,820 1,589,386 739,244 311,261 1,050,505 394,562

891,577 563,358 527,032 714,315 2,696,282 1,073,239 909,648 462,139 596,127 457,932 2,425,846 774,208 868,215 1,642,423 767,536 322,015 1,089,551 409,507

378,584 414,904 262,381 389,590 1,445,459 729,385 476,989 202,637 218,726 341,402 1,239,754 477,348 500,874 978,222 445,118 201,051 646,169 351,357
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4 ．自動車分解整備事業の認証申請等の提出書類
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5 ．自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔に関する整理表




